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＜＜＜ 今週の目次 ＞＞＞ 

【１】注目のニュース 

【２】株式市場 

【３】先物・オプション市場 

【４】その他 

  ※本号では、証券取引等監視委員会からの寄稿を掲載しています。 
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※ 以下については、証券取引等監視委員会のウェブサイト掲載にあたり、上記 

目次【４】その他 ◆証券取引等監視委員会からの寄稿 No.236 を抜粋しております。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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【４】その他 
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◆証券取引等監視委員会からの寄稿 No.236 

 

1. 朝日放送株式会社社員による重要事実に係る伝達行為及び同人から伝達を受けた者に

よる内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について 

株式会社ディー・エル・イーとの契約締結交渉者の従業者による内部者取引及び重要事実に

係る伝達行為並びに同人から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の

勧告について 

 

証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」といいます。）は、取引調査の結果に基づいて、

令和 3年 1月 15日、課徴金納付命令勧告を行いました。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2021/2021/20210115-1.htm  

  

【事案の概要】 

本件は、課徴金納付命令対象者（以下「対象者」といいます。)2名が、朝日放送株式会社※

（以下「朝日放送」といいます。）株式及び株式会社ディー・エル・イー（以下「DLE」とい

います。）株式の 2銘柄について、インサイダー取引規制違反及び情報伝達規制違反を行っ

たものです。 

※朝日放送は、平成 30年 4月、朝日放送グループホールディングス株式会社に商号変更し

ています。以下、商号変更後の同社を「朝日放送 GHD」といいます。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2021/2021/20210115-1.htm


  

・朝日放送株式について 

対象者（1）は、朝日放送の社員でしたが、その職務に関し、朝日放送の業務執行を決定す

る機関が、会社の分割を行うことについての決定をした旨の重要事実（重要事実 1）を知り

ました。対象者（1）は、その重要事実が公表される前に、対象者（2）に対し、同人に利益

を得させる目的をもって、その重要事実を伝達したものです（情報伝達規制違反）。 

対象者（2）は、対象者（1）から上記重要事実の伝達を受けながら、その重要事実が公表さ

れる前に、自己の計算において、朝日放送株式を買い付けたものです（インサイダー取引規

制違反）。 

  

・DLE株式について 

対象者（1）は、朝日放送 GHD が、DLE との間で行っていた資本業務提携契約の締結の交渉

業務に従事していた者ですが、上記契約の締結の交渉に関し、DLEの業務執行を決定する機

関が、DLE の発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定（重要事実 2）

及び朝日放送 GHDと業務上の提携を行うことについての決定（重要事実 3）をした旨の各重

要事実を知りながら、上記各重要事実が公表される前に、自己の計算において、DLE株式を

買い付けたものです（インサイダー取引規制違反）。 

さらに、対象者（1）は、上記重要事実 2について、その重要事実が公表される前に、対象

者（2）に対し、同人に利益を得させる目的をもって、その重要事実を伝達したものです（情

報伝達規制違反）。 

対象者（2）は、対象者（1）から上記重要事実 2の伝達を受けながら、その重要事実が公表

される前に、自己の計算において、DLE株式を買い付けたものです（インサイダー取引規制

違反）。 

  

【証券監視委からのメッセージ】 

本件は、職務上、上場企業の内部情報を知ることができた対象者が、その立場を悪用し、知

人とともに、借名口座を使い、複数回にわたって取引を行った非常に悪質なインサイダー取

引規制違反です。 

インサイダー取引等の法令違反は後を絶ちませんが、取引規模が小さくても、未公表の重要

事実を知りながら取引を行えば違反行為の対象となります。他人名義での取引や、わずかな

金額での取引であれば発覚しないだろうといった甘い考えは通用しません。証券監視委は、

常に取引を監視しており、証券市場の公正性・健全性を損なう不公正取引に対しては、厳正

な調査を実施し、法令違反が認められた場合には、課徴金勧告や刑事告発を行っています。 


